
施設基準について（松原調剤薬局⻄⼝店） 

1. 当薬局は、調剤基本料１を算定する保険薬局です。 
2. 当薬局は、生活保護法、感染症予防法等の各種公費負担医療に係わる処方箋も応需し

ます。 
3. 当薬局は、処方箋の受付後、服薬状況、残薬、ジェネリック医薬品の意向等の確認を

行います。また、「薬剤服用歴」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確
認するとともに、複数の病院等から処方されている薬の重複や相互作用の有無を確認
します。尚、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定します。 

4. 当薬局は、処方箋による医師の指示がある時は、在宅で療養されている患者さま宅を
訪問して服薬指導等を行い、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定します。 

5. 当薬局は、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制を有し、調剤・情報の提供を行
います。 

6. 当薬局は、ジェネリック医薬品の調剤を積極的に推進します。尚、後発医薬品調剤体
制加算３を全ての処方箋の受付に対して算定します。 

7. 当薬局は、オンライン資格等確認システムを通じて患者さまの薬剤情報、特定健診情
報、その他必要な情報を取得・活用し調剤等を実施できる体制を有しており、医療情
報取得加算を算定します。また、医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い調剤
を実施するための十分な情報を取得・活用して調剤を行います。 

8. 当薬局は、領収書の発行の際、明細書を毎回無料でお渡ししています。 
9. 当薬局では患者さまのご希望に基づく次のサービス等については、実費でのご負担を

お願いしています。 
 患者さまのご希望に基づき服用時点ごとに薬を一包みにする場合 

42 日分以下の場合：7 日ごとに 340 円、 43 日以上の場合：2,400 円 
 患者さまのご希望に基づき服薬カレンダーを提供する場合：実費 
 患者さま宅を訪問して服薬管理指導を行う場合の交通費：実費 

10. 以下の時間に応需した処方箋について、夜間・休日等加算がかかります。 
 平日 19：00〜8：00、土 13：00〜8：00、休日の開局時間内 

居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項及び運営規定について 
松原調剤薬局⻄⼝店（以下当事業所）が患者さまに説明すべき重要事項及び運営規定は次
の通りです。 
１．事業の目的と運営方針 
■事業の目的 
要介護状態または要支援状態にあり、主治医が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を
必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的と
します。 



■運営の方針 
・要介護者または要支援者（以下、「利用者」という）の意思および人格を尊重し、常に
利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 
・地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者そ
の他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 
２．提供するサービス 
当事業所が提供するサービスは以下の通りです。 
■居宅療養管理指導サービス 
 当事業所の薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および⻭科医師
の交付する処方せんの指示に基づき利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理方法及び服
薬に関する説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めま
す。 
 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、
処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告し多職種と連携し
て最良の薬物治療につながるよう努めます。 
３．職員の体制 
薬剤師（常勤２名・非常勤２名） 事務員（常勤２名） 
４．営業時間 
   当事業所の営業時間は、保険薬局の営業時間と同じです。 
５．緊急時の対応 
 携帯電話により２４時間常時連絡が可能な体制を取っています。 
 必要に応じ利用者の主治医へ報告を実施する等、対応を図ります。 
 医師の求めに応じて緊急で訪問薬剤管理指導を行います。 
 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合に
は、速やかに主治医等に連絡いたします。 
６．利用料 
 介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。 
 居宅療養管理指導サービス利用料（以下は１割負担１回あたりの場合） 
   ・単一建物居住者１人     ５１８円 
   ・単一建物居住者２人〜９人  ３７９円 
   ・単一建物居住者１０人以上  ３４２円 
 ※算定する日の間隔は 6 日以上、かつ月 4 回を限度とします。ただし、がん末期の利用
者さま、注射による麻薬の投与が必要な利用者さま及び中心静脈栄養を受けている利用者
さまの場合は 1 週間に 2 回、かつ月に 8 回を限度とします。 
・医療用麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合 
 1 回につき上記料金に 100 円（1 割負担の場合）加算 



・注入ポンプにて医療用麻薬等を使用される場合 
 1 回につき上記料金に 250 円（1 割負担の場合）加算 
・中心静脈栄養法用輸液等の薬剤を使用される場合 
 1 回につき上記料金に 150 円（1 割負担の場合）加算 
・情報通信機器を用いた居宅療養管理指導サービス利用料 
 1 回のご利用につき 46 円（1 割負担の場合） 
利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービ
スの内容及び費用について文書で説明し、同意を得てから実施します。 
・居宅療養管理指導に要した交通費は、原則無料です。 
７．苦情申立窓⼝ 
 当事業所のサービス提供にあたり、苦情や相談があれば担当薬局までご連絡ください。 
８．通常の事業の実施地域 
    通常の実施地域は、川⼝市・草加市の区域とします。 
９．指定居宅療養管理指導等の内容 
  薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとします。 

 処方せんによる調剤（患者の状態に合わせた調剤上の工夫） 
 薬剤服用歴の管理 
 薬剤等の居宅への配送 
 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導 
 使用薬剤の有効性に関するモニタリング 
 薬剤の重複投与、相互作用等の回避 
 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置 
 ＡＤＬ、ＱＯＬ等に及ぼす使用薬剤の影響確認 
 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言 
 麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価 
 病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導 
 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 
 在宅医療機器、用具、材料等の供給 
 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需 
 その他、必要事項（不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等） 

１０．その他運営に関する重要事項 
 当事業所は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研

修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備します。 
 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。 



 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させる
ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業
者との雇用契約の内容とします。 

 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意
を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておく
こととします。 

 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者
との協議に基づいて定めるものとします。 


